
 
 

 

山梨県 建築住宅課 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

（㎡超） 30 100 200 500 1,000 2,000 10,000 50,000

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

（㎡以内） 30 100 200 500 1,000 2,000 10,000 50,000

改正後 \7,000 \12,000 \19,000 \53,000 \101,000 \143,000 \208,000 \267,000 \519,000

改正前 \5,000 \9,000 \14,000 \19,000 \34,000 \48,000 \140,000 \240,000 \460,000

改正後 \16,000 \19,000 \24,000 \33,000 \41,000 \55,000 \88,000 \142,000 \290,000

改正前 \9,000 \11,000 \15,000 \20,000 \33,000 \45,000 \100,000 \160,000 \330,000

改正後 \16,000 \19,000 \25,000 \45,000 \59,000 \80,000 \127,000 \199,000 \403,000

改正前 \10,000 \12,000 \16,000 \22,000 \36,000 \50,000 \120,000 \190,000 \380,000

改正後 \16,000 \19,000 \25,000 \43,000 \56,000 \75,000 \122,000 \194,000 \398,000

改正前 \9,000 \11,000 \15,000 \21,000 \35,000 \47,000 \110,000 \180,000 \370,000

建築設備
小荷物専用

昇降機
工作物 建築設備

小荷物専用
昇降機

工作物 建築設備
小荷物専用

昇降機
工作物

改正後 \23,000 \13,000 \17,000 \12,000 \8,000 \10,000 \36,000 \32,000 \31,000

改正前 \9,000 \4,000 \8,000 \5,000 \3,000 \4,000 \13,000 \8,000 \9,000

建築物
床面積
の合計

完了検査計画変更

種　別

建築確認・計画通知

建築確認
計画通知

中間検査

（中間検査有り）

建築設備等

完了検査

（中間検査無し）

完了検査

 

県では、建築基準法の一部改正（H19.6.20）による建築確認等に係る審査項目の増加等に伴

い、建築確認、中間検査及び完了検査に係る申請手数料を次のとおり改定しました。（計画通知

についても、建築確認等に係る手数料と同じ扱いとします。） 

また、建築確認の中で取り下げなどにより構造計算適合性判定を行わなかった場合は、構造

計算適合性判定に係る手数料に相当する額を還付できるよう改めました。 
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